
衣川台自主防災部の
とりくみ

令和５年７月１日
衣川台自治会 自主防災部
事務局長 堀内敦司

1



目次

①災害時に
衣川台自主防災部が対象とする
衣川台エリアの特徴を把握しよう。

②衣川台 自主防災部の取り組み

③衣川台における災害時の課題

2



①災害時に
衣川台自主防災部が対象とする
衣川台エリアの特徴を把握しよう。
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自治会 加⼊率①⼤津市

加⼊率は
６０％まで低下︕
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自治会 加⼊率②学区別

衣川台は 69.6％
（令和5.5.28現在）

仰⽊の⾥は
６０％

堅田は
39.8％
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衣川台 住⺠の年齢構成

65才以上の住⺠が４割を占める

空き家等
10％/全区画

要援護者
登録
約20名
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仰⽊の⾥ ⾥東 世帯員内訳

世帯員が一人
１４％

世帯員が３人
25％

世帯員が４人
２５％

世帯員が５人以上
１0％

世帯の種類別、人員別世帯数及び世帯人員(令和2年国勢調査)

世帯員が
２人以内

54％
世帯員が
４人以内

94％
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利便性を考える
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衣川台と病院との関係

病院には
車が必要
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衣川台と保育園、学校との関係

保育園、幼稚園には
車が必要？
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コミュニティー機能
低下で

①空き家の増加

②耕作放棄地の
増⼤

③働き口の減少
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日本の人口について

日本は

現時点ですでに
人口減少の段階に
突⼊している
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65歳をこえても
働く人が
増えている
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60歳以上の
貯蓄額が

二極化している
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有業者の
65歳以上の

割合

13％
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75歳以上の
就業者の
年に200日
以上働く割合

70％以上
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滋賀県の

75歳以上の
運転免許
保有率

36.17％
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滋賀県は

25歳〜44歳
有配偶⼥性の

専業主婦率は

29.7％
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滋賀県は

高齢人口
1000人
につき

介護職員は

50人未満
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滋賀県は

介護サービス職
の65歳以上の
⽐率は

9.9％
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災害が起こると助けは来るのだろうか・・・
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仰⽊

伊⾹⽴

真野北は

⾼齢化率が⾼い
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唐崎・滋賀・堅田・坂本は
要介護者・身体障害者・知的障害者が多い
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急傾斜地 崩壊危険箇所 数

葛川・伊⾹⽴が⾶び抜けているが

仰⽊・坂本も多い
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土砂災害特別警戒区域数
葛川・伊⾹⽴・坂本・滋賀 が多い
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浸水想定区域面積

堅田がずば抜けて広範囲
続いて 下阪本

28



【大津市のカルテから考えられる事】

・仰⽊の⾥は要援護者（要介護・障害者）が近
隣学区と⽐較して少ない。

・仰⽊の⾥は近隣学区と⽐較して災害警戒区域
が少ない。

→一旦、大災害になったら、
公的な救援の優先順位が 低くなる

可能性がある
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②衣川台 自主防災部の取り組み
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（名称）
第１条
自主防災組織の名称は、衣川台自主防災
と称する。
（目的）
第２条
防災部は、衣川台の地域住⺠が連帯協同し
て、自主的な防災組織として、
火災、地震、風水害その他の
災害による被害を未然に防止し
または被害を軽減することを目的とする。

（衣川台自主防災部規約より）
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衣川台自主防災部の主な
取り組み
①住⺠への防災知識の普及と防災意識の啓発

②減災の取り組み

③防災訓練

→自治会は単年ごとに役員が変わる為
継続的に知識・技術・理念を積み上げて
いく為にも 自治会の傘下団体としての
自主防災部を発足させた（平成17年）
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自主防災活動を⾏う為の組織づくり①

【平常時と災害時での自治会との連携】

住⺠と一番近い位置にいるのが各組⻑

災害時は住⺠の安否確認など自治会との連携が
かかせません。

自治会と自主防災部との関係を整理
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自主防災活動を⾏う為の
組織づくり②

【防災計画
防災計画別紙 の作成】

平常時と災害時の自主防災部
での動きについて
防災計画 防災計画別紙にま
とめ、衣川台自治会ホームペ
ージで
誰でも確認できるようにして
います。
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自主防災活動を⾏う為の
組織づくり③
【定例会議の開催】年10日程度、南自治会館に自主防災部
事務局と 情報班・消火班・救出救護班・避難誘導班・
給食給水班 各班⻑・副班⻑ アドバイザーで参集し
防災訓練の準備や減災の為の環境 整備・資機材の確認など
話し合います。
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①住⺠への防災知識の普及と防災
意識の啓発

〇組⻑や住⺠への防災訓練の説明会
〇年数回発⾏の『なまず通信』にて
災害時にどのような動きをすれば良いか等知識の普及に努めています。
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②減災の取り組み
〇防災安全パトロール
毎年5⽉、自主防災部と自治会組⻑とで住宅内を歩いて防災安全パト
ロールを実施しています。
衣川台内で道路やガードレールの破損など危険な箇所がないか⾒て
回ると共に、住宅内に設置されている定置消火器ボックスや消火栓
の点検を防災の安全点検も⾏い、火災の時に消火設備が正常に使⽤
できるようにしています。
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②減災の取り組み
〇定置消火器の設置
衣川台の45か所に消火器を設置し、毎年4本づつ入れ替えをして
います。防災訓練とは別に、消火訓練も毎年実施しています。
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③防災訓練
〇安否確認訓練
〇本部⽴ち上げ訓練
毎年6⽉と11⽉の年⼆回、
防災訓練を実施します。

11⽉は仰⽊の⾥
学区自主防災会と連携し、
メーリングリストを⽤いた
通信訓練と、
避難誘導訓練も実施します。

40



衣川台の安否確認の流れ
①
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衣川台の
安否確認の
流れ②
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③災害における衣川台の課題
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〇⾼齢化 住⺠も防災部も
→訓練時では（仕事などで）参加
してもらえない世代も、実際災害が
発⽣すると強⼒な協⼒者になる
…災害で協⼒してもらえる仕組みを
再検討する必要があるかも

〇自治会加入世帯の減少
→自主防災部の活動費⽤を自治会費から出しても
らっている為、 今後非自治会員からも協⼒⾦
を出してもらうような仕組みが必要かも。
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衣川台 自主防災部 規約
（目的）第２条
防災部は、衣川台の地域住⺠が連帯協同
して、自主的な防災組織として、
火災、地震、風水害その他の
災害による被害を未然に防止し
または被害を軽減することを目的とする。

→⾼齢化になろうとも 担い手が減ろうとも
災害は手加減をしない。

共助を大切にしながら 自主防災部の活動に
取り組みます。
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